
（上記の「基本目標」を達成するため、重点業種等について「小目標」を設定）。 
 ・製造業       における死傷災害を2022年までに48人以下に減少させる。 
 ・建設業       における死傷災害を2022年までに71人以下に減少させる。 
 ・陸上貨物運送事業  における死傷者数を2022年までに60人以下に減少させる。 
 ・第三次産業     における死傷者数を2022年までに338人以下に減少させる。 
 ・行動災害      転倒災害等の行動災害を減少させる（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクトの推進）。 
 ・メンタルヘルス対策 ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用する事業場割合の向上を図る。 
 ・熱中症対策     計画期間中に死亡災害を発生させない。 

小
目
標 

労
働
災
害
の
推
移 

 死亡災害 2017年と比較して2022年までに15％以上減少させる（１人以下とする）。 
  
 死傷災害 2017年と比較して2022年までに５％以上減少させる（５５０人以下とする）。 
 
 
 
 

基
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八王子労働基準監督署 

第13次八王子労働基準監督署労働災害防止計画 
～Safe Work TOKYO～「トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す 安全・安心」～ 

 2018年度（平成30年度）を初年度とする「第13次東京労働局労働災害防止計画 ～Safe Work TOKYO～「トップ
が打ち出す方針 みんなで共有 生み出す 安全・安心」の策定を受け、八王子労働基準監督署では、管内における労
働災害防止の取組を推進するため、「第13次八王子労働基準監督署 労働災害防止推進計画」を策定した。 

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

579人 573人 567人 561人 555人 550人 

  2017年 2022年 

製造業 51 48 

建設業 75 71 

運輸交通業・貨物取扱
業 

89 85 

  陸上貨物
運送事業 

道路貨物
運送業 

55 52 

陸上貨物
取扱業 

8 8 

第三次産業 356 338 

  

  小売業 84 80 

  
社会福祉
施設 

64 61 

  飲食店 35 33 

  
ビルメンテナ
ンス業 21 20 

上記以外の業種 8 8 

全産業 579 550 

13次防ロゴマーク 

【表１】13次防目標値 

【表２】１２次防期間中の災害発生状況 

  2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

製造業 55 54 52 53 51 

建設業 91 90 113 75 75 

運輸交通業・貨物取扱業 67 92 69 83 89 

  

陸上
貨物
運送
事業 

道路貨物
運送業 

47 60 46 49 55 

陸上貨物
取扱業 

6 9 10 11 8 

第三次産業 351 354 368 363 356 

  

  小売業 83 89 84 96 84 

  
社会福祉
施設 

54 62 58 67 64 

  飲食店 37 32 32 30 35 

  
ビルメンテ
ナンス業 

24 18 22 18 21 

上記以外の業種 9 10 7 8 8 

全産業 573 600 609 582 579 

【図１】１２次防期間中の災害発生状況（事故の型別） 【図２】１２次防期間中の行動災害発生状況 
   ※行動災害・・・墜落・転落、転倒、動作の反動・無理な動作 


